
資
 
料
…

「
続
日
本
紀
」
に
於
け
る

 
 
 
 
 
 
国
守
の
記
録
に
就
い
て

高

野

毅

前
書
き

 
「
口
本
書
紀
」
に
次
い
で
編
纂
さ
れ
た
六
国
史
の
一
つ
で
あ
る

「
三
日
本
紀
」
に
、
屡
々
国
司
任
命
の
記
録
が
み
ら
れ
る
。
然
し

或
る
時
期
回
る
圏
に
於
い
て
は
、
連
年
任
命
さ
れ
て
い
る
例
も
一

二
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
を
み
る
と
、
此
の
事
実
は
国
司
の
任
期
が

令
制
で
親
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
状
は
如
何
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
と
い
う
疑
問
を
抱
き
、
国
別
に
表
を
作
製
し
た
。

，
表
を
作
製
し
て
、
新
た
な
問
題
に
気
付
い
た
し
、
叉
記
載
の
上

に
前
後
憧
着
が
多
く
見
出
ざ
れ
、
国
司
に
関
す
る
記
録
の
面
か
ら

「
要
言
本
紀
」
の
史
書
と
し
て
の
信
葱
性
の
評
価
を
試
み
よ
う
と

思
う
。
但
し
、
今
回
は
国
守
に
就
い
て
の
み
考
え
、
介
意
．
下
に
就

い
て
は
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

「
一
日
本
紀
」
に
於
け
る
三
一
の
記
録
に
就
い
て

本
論

 
園
・
司
の
任
務
は
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
暁
茜

っ
て
任
国
内
の
郡
を
統
轄
し
、
政
務
一
般
を
執
る
に
あ
る
。
国
司

は
守
・
介
・
縁
・
目
・
史
生
の
職
階
に
分
か
れ
て
い
て
各
々
職
務

を
分
担
し
、
守
不
在
の
場
合
は
介
が
こ
れ
を
代
行
し
た
。
然
し
、

国
に
依
っ
て
は
必
ず
し
も
こ
の
五
職
階
全
て
が
設
け
ら
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。

 
次
に
国
司
交
替
の
期
限
に
就
い
て
は
大
宝
の
令
制
で
先
ず
六
年

と
定
め
ら
れ
た
が
、
七
〇
六
年
（
慶
雲
三
年
）
に
は
四
年
と
改
．
正
，
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

さ
れ
、
三
半
肚
紀
続
き
、
七
五
八
年
（
天
平
宝
字
二
年
）
に
は
大
 
一

宝
令
制
に
復
し
て
六
年
と
な
っ
た
が
、
間
も
な
く
七
七
七
年
（
宝

亀
八
年
）
再
び
四
年
と
な
り
、
七
八
四
年
（
宝
亀
十
一
年
）
に
九

州
は
遠
国
な
の
で
、
特
に
任
期
は
五
年
と
定
め
ら
れ
た
。
．
史
に
其

の
後
も
．
屡
々
改
正
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
八
〇
七
年
目
大
同
二
年
）

に
は
六
年
に
、
八
一
五
年
（
弘
仁
六
年
）
に
再
び
四
年
に
、
八
二
四

年
（
天
長
元
年
）
に
は
介
以
上
を
六
年
と
し
、
八
三
五
年
（
承
和

二
年
）
再
び
四
年
と
な
り
、
以
後
こ
の
任
期
が
維
．
持
さ
れ
た
。



 
次
に
当
時
の
国
に
就
い
て
令
制
で
は
諸
国
を
大
国
・
上
国
・
中
・
国

・
下
国
に
四
区
分
し
た
が
、
こ
の
区
分
の
基
準
は
何
に
よ
っ
た
も

の
か
分
明
で
な
い
、
然
し
大
宝
令
が
中
国
の
隔
・
唐
の
令
制
を
参

考
に
し
て
い
る
事
か
ら
、
唐
制
の
開
元
令
に
依
る
と
戸
数
に
依
っ
」

で
上
・
中
・
ド
の
三
州
に
区
分
さ
れ
て
い
る
事
と
、
大
宝
令
で
は
郡

の
等
級
は
里
数
に
依
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
恐
ら
く
国

も
里
数
或
い
は
戸
数
に
依
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
「
宮

職
要
解
」
の
類
聚
三
代
格
巻
五
に
、
加
賀
国
を
上
国
に
為
す
官
符

に
「
件
国
、
准
・
諸
上
国
・
、
課
丁
田
蒔
手
数
差
益
」
と
あ
る
か

ら
住
民
の
多
．
少
．
、
開
墾
地
の
多
寡
、
つ
ま
り
国
庫
収
納
の
多
少
に

依
っ
て
定
め
た
も
の
と
思
う
と
述
べ
て
い
る
．
．
要
す
る
に
課
戸
の

多
少
に
依
っ
て
定
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
又
、
こ
の
大
・
上
・
中
・
下
の
諸
国
が
具
体
．
的
に
ど
こ
の
国
を

指
す
の
か
、
又
、
当
時
の
国
数
が
全
部
で
い
く
つ
あ
っ
た
の
か
も
令

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
四
等
級
の
国
が
、
具
体
的

に
各
々
ど
の
国
を
指
す
の
か
は
後
の
記
録
に
依
る
が
、
令
制
定
当

時
全
部
で
南
国
あ
っ
た
か
は
和
銅
以
後
分
置
さ
れ
た
所
か
ら
逆
推

し
て
五
十
下
国
（
五
十
八
国
と
も
言
わ
れ
る
が
）
二
島
で
あ
っ
た

ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

 
和
銅
以
後
の
国
の
設
置
を
記
し
て
置
く
。

 
七
＝
一
年
（
和
銅
五
年
）
出
羽
国
。

 
七
一
三
年
 
（
〃
六
年
）
丹
後
・
生
大
作
・
大
隅
国
。

 
七
一
六
年
 
（
霊
亀
二
年
）
 
和
泉
国
。

 
七
一
八
年
（
養
老
二
年
）
能
登
・
安
房
・
石
城
・
古
意
国
。

 
七
二
一
年
（
〃
 
五
年
）
諏
訪
国
。

 
七
四
三
年
（
天
平
十
五
年
）
佐
渡
国
。

 
八
二
三
年
（
弘
仁
十
四
年
）
加
賀
国
。

 
此
の
閻
、
石
城
・
石
背
∴
諏
訪
・
和
泉
・
安
房
・
能
登
の
諸
国

は
前
後
し
て
廃
さ
れ
た
が
、
後
三
国
は
七
五
七
年
、
（
天
平
宝
字

元
年
）
に
復
旧
分
置
さ
れ
て
い
る
。

 
国
守
は
ど
の
国
に
も
必
ず
一
名
置
か
れ
て
い
て
、
大
国
は
従
五

位
上
以
上
、
上
国
は
従
五
位
下
以
上
、
中
国
は
正
六
位
負
以
上
、

下
国
は
従
六
位
下
以
上
の
者
が
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
。

但
し
、
摂
津
国
は
旧
都
難
波
の
あ
る
国
な
の
で
一
種
の
京
職
で
あ

（2）



る
摂
津
職
を
置
き
、
守
に
相
当
す
る
大
夫
一
人
、
介
に
相
当
す
る
亮

一
人
（
以
下
略
す
）
を
置
い
た
が
、
七
九
三
年
（
延
．
暦
十
二
俸
）

諸
国
並
と
し
て
国
司
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。

 
「
続
日
本
紀
」
に
記
械
さ
れ
た
国
守
任
命
の
最
初
の
も
の
は

六
九
八
年
（
文
武
天
皇
二
年
）
七
月
二
十
五
日
に
 
「
以
・
・
直
広
難
高

橋
朝
臣
嶋
麻
呂
為
二
伊
勢
守
一
。
直
広
騨
石
川
朝
臣
小
面
為
二
美
濃

守
］
」
ど
い
う
止
処
で
、
最
後
の
も
の
と
し
て
七
九
一
年
（
桓
武

天
皇
、
延
嚇
十
年
）
七
月
．
二
十
八
日
に
「
右
中
戸
．
止
五
位
下
多
治

比
真
入
牢
美
為
二
兼
武
蔵
守
・
．
．
従
転
任
ド
三
万
宿
弥
曲
名
為
・
上

野
守
一
「
と
あ
る
箇
処
で
あ
る
。
六
九
八
年
は
七
〇
一
年
の
大
宝

令
の
制
・
定
以
前
の
事
で
あ
る
か
ら
、
国
司
の
任
期
に
就
い
て
は
不

明
で
あ
る
。
然
し
大
宝
以
前
に
も
勿
論
国
司
の
置
か
れ
て
い
た
事

は
明
白
で
、
最
初
に
国
司
の
名
が
み
え
る
の
は
、
「
農
本
書
紀
」
の

仁
徳
天
皇
六
十
二
年
五
月
の
条
に
、
遠
江
国
司
が
大
井
河
に
大
樹

漂
流
せ
り
と
表
ヒ
し
て
い
る
。

 
「
続
日
本
紀
」
は
桓
武
天
皇
の
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
年
）
に

完
成
し
、
文
武
天
皇
元
年
（
六
九
七
年
）
か
ら
桓
武
天
皇
延
暦
十

「
続
日
本
紀
」
に
於
け
る
国
守
の
記
録
に
就
い
て

年
（
七
九
一
年
）
迄
九
十
五
年
間
の
記
録
で
あ
る
。
然
し
此
の
編

纂
の
経
過
は
複
雑
で
甚
だ
明
瞭
性
を
欠
く
が
、
伴
信
管
の
「
撰
続

日
本
紀
次
第
考
」
に
依
る
と
、
完
成
迄
四
段
階
の
経
過
が
あ
っ
た

ら
し
い
。

e
 
光
仁
天
皇
の
代
に
、
天
平
宝
字
二
年
か
ら
宝
穐
八
年
置
（
淳
仁

 
・
称
徳
・
光
仁
の
代
）
の
国
史
二
十
巻
を
作
る
。
天
平
宝
字
二
年
以

 
前
は
、
文
武
よ
り
聖
貸
下
の
記
録
が
整
っ
て
い
た
の
で
扱
わ
ず
．
。

目
 
同
じ
く
光
仁
天
皇
の
代
に
、
天
平
宝
字
二
年
以
前
も
修
訂
す

 
る
必
．
要
生
じ
、
交
武
元
年
か
ら
聖
武
迄
に
孝
謙
の
天
平
宝
字
元

 
年
の
分
を
加
え
て
（
文
武
・
元
明
・
元
正
・
聖
武
．
三
密
の

 
代
）
三
十
醤
の
記
を
得
て
、
こ
こ
に
一
応
全
五
十
巻
の
成
立
を

 
み
た
。

⇔
 
桓
武
天
皇
の
代
に
、
前
記
9
の
二
十
巻
が
史
料
の
羅
列
で
史

 
書
と
し
て
充
分
で
な
い
の
で
こ
れ
を
訂
正
し
、
延
暦
十
三
年
成

 
つ
た
。
こ
れ
が
「
類
聚
国
史
」
の
「
続
日
本
紀
撰
進
の
上
表
文
」

 
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 
 
．

回
 
同
じ
桓
武
天
皇
の
代
に
、
O
の
改
訂
進
行
中
に
的
の
三
十
巻

（3）



鮨
も
改
訂
の
要
あ
り
と
し
て
改
訂
が
行
わ
れ
、
こ
の
時
宝
亀
九
年

 
か
ら
天
応
元
年
の
分
を
増
補
し
、
天
平
宝
字
元
年
の
分
を
新
た

 
に
作
り
、
延
暦
十
六
年
二
月
二
十
巻
と
し
て
成
り
、
こ
こ
に
延

 
暦
十
三
年
改
訂
の
分
二
十
巻
と
併
せ
て
全
四
十
巻
の
「
続
日

 
本
紀
」
が
完
成
し
、
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
斯
様
に
四
度
に
亘
っ
て
幾
人
か
の
手
に
依
っ
て
何
度
も
訂
正
さ

 
れ
、
史
料
の
不
足
を
補
い
、
討
論
を
重
ね
て
完
成
し
た
に
も
か

 
か
わ
ら
ず
、
尚
ウ
7
0
全
な
史
書
に
は
成
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
実

 
証
す
る
材
料
と
し
て
国
守
の
記
録
か
ら
明
ら
か
に
誤
記
と
思
わ

 
れ
る
箇
処
と
、
或
い
は
誤
記
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ろ
疑

 
問
の
箇
処
を
列
挙
し
て
み
る
。

e
 
下
総
国

 
七
八
五
年
（
延
、
暦
四
年
）

 
 
一
月
二
十
五
日
、
坂
上
苅
田
麻
呂
を
下
総
守
と
為
す
。

 
 
六
月
十
日
、
苅
田
麻
呂
宿
墨
の
姓
を
賜
え
と
の
奏
上
文
提
出
。

 
 
六
月
二
十
日
、
参
議
兼
下
総
守
藤
原
家
依
艶
ず
。

 
 
 
（
但
し
、
家
依
は
前
任
の
国
守
の
筈
で
、
七
八
一
年
に
下
総

 
 
守
と
し
て
の
記
録
あ
り
）

 
 
七
月
六
日
、
苅
田
麻
呂
を
左
京
大
夫
と
為
ル
、
下
総
守
故
の

 
 
如
し
。

 
 
十
月
十
二
日
置
藤
原
真
友
を
ド
千
守
と
為
し
、
苅
田
二
一
3
を

 
 
越
前
守
と
為
す
。

 
七
八
六
年
 
（
延
暦
五
年
）

 
 
一
月
七
日
、
左
京
大
夫
兼
下
総
守
坂
上
苅
旧
麻
呂
亮
ず
。

目
 
上
野
国

 
七
六
一
二
年
 
（
天
平
宝
字
七
年
）

 
 
一
月
九
日
、
藤
原
宿
奈
麻
呂
造
宮
大
輔
と
為
し
、
上
野
守
故

 
 
の
如
し
。
日
下
部
子
麻
呂
上
野
守
と
為
す
。
（
子
麻
呂
は
下

 
 
野
守
の
誤
記
だ
ろ
う
）

国
越
前
国

 
七
五
二
年
（
天
平
勝
宝
四
年
）

 
 
五
月
二
十
六
日
、
粟
田
戦
勢
麻
呂
越
前
守
と
為
す
。

・
七
五
五
年
（
天
平
勝
宝
七
年
）

 
 
十
二
月
二
十
三
日
、
佐
伯
美
濃
麻
呂
越
前
守
と
為
す
。

（4）



 
七
五
七
年
（
天
平
宝
字
元
年
）

 
 
六
月
十
六
〔
、
粟
田
奈
勢
麻
呂
左
中
弁
と
為
し
、
越
前
守
故

 
 
の
如
し
。

 
 
六
月
二
十
八
口
、
越
前
守
佐
伯
美
濃
麻
呂
に
関
す
る
七
五
五

 
 
年
十
一
月
の
記
録
あ
り
。

㈲
 
信
濃
国

 
七
七
二
年
（
宝
亀
三
年
）

 
 
二
月
十
六
日
、
少
納
燕
菅
生
£
中
務
大
輔
と
為
し
、
信
濃
守

 
 
故
の
如
し
。

 
 
九
月
二
十
三
日
、
多
治
比
魁
浜
信
濃
守
と
為
す
。

 
 
十
月
十
五
日
、
信
濃
守
菅
生
モ
、
小
家
の
内
親
王
を
針
せ
し

 
 
罪
よ
り
て
除
名
さ
る
。

国
山
城
国

 
七
七
一
年
（
宝
亀
二
年
）

 
 
九
月
十
六
日
、
近
衛
少
将
藤
原
重
継
兼
山
城
守
と
為
す
。

 
七
七
五
年
（
宝
亀
六
年
）

 
 
九
月
二
十
七
日
、
藤
原
種
継
近
衛
少
将
と
為
す
。

「
続
日
本
紀
」
に
於
け
る
国
守
の
記
録
に
就
い
て

因
 
河
内
国

 
七
七
七
四
年
（
宝
亀
五
年
）

 
 
三
月
四
日
、
河
内
守
紀
広
純
を
大
宰
府
に
派
遣
す
。

 
 
三
月
五
口
、
紀
広
純
を
河
内
守
と
為
す
。

◎
 
日
向
国

ノ
し
k

 
七
山
ハ
五
年
 
（
一
天
一
平
神
難
墜
兀
年
）

 
 
八
月
一
日
、
大
津
大
浦
和
気
王
の
謀
反
に
連
坐
し
、
美
作
守

 
 
よ
り
日
向
守
に
左
遷
さ
ろ
。

 
七
六
七
年
 
（
神
譲
景
雲
元
年
）

 
 
九
月
十
六
日
、
口
向
風
外
介
大
津
大
浦
解
任
す
。

 
斯
様
に
編
者
が
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
に
誤
記
と
分
る
疑
問
の
箇

処
が
、
国
守
の
項
に
就
い
て
も
斯
く
も
多
く
散
見
さ
れ
る
事
は
解

せ
ぬ
事
で
あ
る
。

 
次
に
表
を
見
て
問
題
点
を
述
べ
て
み
よ
う
。

O
 
国
守
任
命
の
正
式
な
記
録
が
な
い
の
に
次
の
国
守
の
記
録
が

 
あ
る
事
は
、
任
命
の
記
録
が
失
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

（5）



目
 
七
一
二
年
か
ら
七
三
〇
年
迄
の
十
年
聞
、
国
守
任
命
の
記
録

 
が
全
然
見
ら
れ
な
い
。
七
二
〇
年
（
養
老
四
年
）
十
月
九
日
に

 
三
名
の
国
守
の
任
命
か
ら
七
三
一
年
（
天
平
三
年
）
四
月
二
十

 
七
日
に
平
群
豊
麻
呂
を
讃
岐
守
に
任
ず
る
迄
無
い
が
、
こ
の

 
間
、
他
の
記
録
も
少
く
、
そ
の
他
の
官
職
．
の
任
命
の
記
録
も
殆

 
ん
ど
無
い
の
で
、
こ
の
閥
の
記
録
は
散
逸
し
て
余
り
残
っ
て
い

 
な
か
っ
た
の
か
、
遺
漏
多
く
、
信
葱
性
を
欠
く
の
で
編
者
が
採
用

 
し
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
 
「
類
・
聚
国
．
史
」
の
［
、
続
日
本
紀
撰
進
上
表
文
」
に
は
、
文
武
天

 
皇
よ
り
聖
武
天
皇
迄
の
記
録
は
完
備
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の

 
天
平
宝
字
よ
り
宝
亀
年
間
の
記
録
が
不
備
で
あ
っ
た
の
で
、
こ

 
の
部
分
を
訂
正
補
足
し
た
と
あ
る
が
、
 
「
日
本
後
影
」
の
上
表

 
文
に
依
る
と
、
文
武
元
年
よ
り
豊
平
宝
字
元
年
迄
の
記
録
は
疎

 
漏
・
杜
撰
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
補
い
訂
正
し
た
と
あ
る
。

 
然
し
特
に
こ
の
十
年
聞
の
記
録
は
十
分
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の

 
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⇔
 
国
守
の
重
任
が
九
十
五
年
間
に
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
2
5

 
例
あ
る
。
平
安
時
代
に
な
る
と
国
司
重
任
の
例
は
多
く
な
る

 
が
、
奈
良
時
代
に
も
可
成
り
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合

 
同
一
国
に
引
続
い
て
任
命
さ
れ
て
い
る
の
と
、
間
隔
を
置
い
て

 
任
命
さ
れ
て
い
る
の
が
あ
る
。
平
安
時
代
の
よ
う
に
成
功
に
依

 
る
重
任
で
な
く
、
国
司
と
し
て
の
手
腕
が
買
わ
れ
て
重
任
さ
れ

 
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

画
，
記
録
に
残
っ
て
い
る
中
で
最
も
永
く
任
期
を
勤
め
た
と
思
わ

 
れ
る
例
は
美
濃
国
守
笠
麻
呂
で
、
彼
は
七
〇
六
年
美
濃
守
に
任

 
ぜ
ら
れ
、
七
〇
八
年
再
度
美
濃
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
七
一

 
四
年
木
曾
路
開
通
の
功
蹟
に
依
っ
て
封
戸
や
田
を
支
給
さ
れ
、

 
七
一
六
年
に
は
尾
張
守
を
兼
任
し
、
七
一
七
年
に
は
天
皇
美
濃

 
行
幸
の
際
の
功
蹟
に
依
っ
て
証
せ
ら
れ
、
七
一
九
年
に
は
尾
張

 
・
参
河
・
信
濃
の
按
察
使
兼
任
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て

 
笠
麻
呂
は
少
く
と
も
丸
十
一
年
聞
美
濃
守
で
あ
っ
た
事
が
分

 
る
。
最
初
の
任
命
か
ら
算
す
る
と
、
実
に
十
三
年
間
で
あ
っ
た

 
と
い
え
る
、

国
 
国
守
任
命
の
記
録
が
必
ず
し
も
大
国
に
多
い
と
は
い
え
な
い

（6）



 
し
、
そ
の
記
録
も
遺
漏
が
多
い
の
で
勿
論
断
定
は
出
来
な
い

 
が
、
大
国
・
上
国
に
比
べ
て
申
国
・
ド
国
に
記
録
が
少
い
塩

 
は
、
当
時
朝
妊
が
や
は
り
た
国
・
レ
．
国
を
巾
・
ド
．
国
よ
り
屯
視

 
し
て
い
た
事
が
分
る
。
叉
、
例
え
ば
同
じ
た
、
国
・
L
国
で
も
肥

 
後
・
出
羽
・
阿
波
の
国
（
筑
前
に
就
い
て
後
に
述
べ
る
）
の

 
記
録
が
少
い
の
は
僻
遠
の
地
で
而
も
左
程
重
要
な
地
で
は
な
い

 
と
見
ら
れ
て
い
た
国
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

 
わ
れ
る
。

因
 
淳
L
■
朝
の
頃
か
ら
他
の
・
記
録
と
同
様
に
国
守
任
へ
…
…
の
記
録

 
も
多
く
な
り
、
記
録
の
信
慧
性
も
増
す
。
従
っ
て
淳
仁
以
後
は

 
大
体
任
命
の
記
録
も
欠
け
る
所
は
少
く
、
そ
の
実
際
の
任
期
も

 
記
載
さ
れ
て
い
る
通
り
信
頼
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

 
れ
る
。
そ
こ
で
表
を
見
て
次
の
国
守
の
任
命
の
間
に
遺
漏
が
な

 
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
み
る
と
、
国
司
の
任
期
が
六
年
或
い
は

 
四
年
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
な

 
く
、
 
一
、
二
年
や
時
に
は
そ
れ
以
上
の
延
期
が
認
め
ら
れ
て
い

 
た
し
、
叉
．
都
合
に
依
っ
て
は
一
年
未
満
で
も
交
替
さ
せ
て
い
た

「
三
日
本
紀
」
に
於
け
る
国
守
の
記
録
に
就
い
て

 
よ
う
で
、
任
期
の
規
定
は
一
応
守
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
枠
は

 
緩
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 
 
，

 
次
に
そ
の
池
の
問
題
点
を
述
べ
る
。

0
 
国
守
承
任
の
例
が
三
例
み
ら
れ
る
。

 
七
一
三
年
（
和
銅
六
年
）
道
切
名
、
筑
後
守
と
肥
後
守
。

 
七
一
六
年
 
（
霊
亀
二
年
）
 
笠
．
麻
捌
口
、
 
憶
大
繭
守
と
尾
．
郭
恨
ん
寸
。

 
七
三
二
年
（
天
平
四
年
）
石
川
夫
子
、
鮪
後
守
と
安
芸
守
。

こ
の
場
合
必
ず
隣
国
を
兼
任
し
て
い
る
。

8
 
国
守
欠
貝
の
場
合
は
介
が
代
行
し
た
が
、
割
と
口
ト
く
補
充
し

 
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 
「
間
日
本
紀
」
で
は
必
ず
し
も
次
の
国

 
守
の
任
命
に
遺
漏
が
無
い
と
は
竺
．
頃
心
な
い
が
、
 
一
年
以
内
で
次

 
の
国
守
の
任
命
が
為
さ
れ
て
い
る
正
確
度
の
高
い
例
を
国
守
が

 
．
突
然
欠
け
た
死
亡
・
処
罰
・
除
名
・
左
遷
の
記
録
3
1
例
中
か
ら

 
2
2
例
を
抜
駕
し
て
み
る
と
、
一
ケ
月
以
内
に
任
命
さ
れ
て
い
る

 
例
が
7
例
あ
り
、
 
一
番
早
い
例
は
僅
か
三
日
目
に
後
任
の
国
守

 
を
任
命
し
て
い
る
。

⇔
 
令
制
で
は
前
記
の
如
く
大
・
上
・
中
・
下
国
の
守
の
位
階

（7）



 
は
著
る
位
階
以
上
の
者
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
又
、

 
必
ず
し
も
厳
密
に
守
ら
れ
て
い
な
い
。
大
国
で
も
従
五
位
下
の

 
者
が
国
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
時
代
が
降
る
と
共

 
に
少
な
く
な
る
。
又
、
中
国
や
下
国
の
国
守
で
も
従
五
位
下
の

 
者
が
比
較
的
多
く
任
命
さ
れ
て
い
る
。
然
し
摂
津
国
は
上
国
で

 
あ
る
が
、
摂
津
職
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
そ
の
大
夫
は
正
五
位

 
下
以
下
の
者
の
任
命
は
無
い
。
 
（
従
っ
て
七
二
〇
年
の
大
宅
大

 
国
を
守
と
す
る
と
い
う
唯
こ
の
時
一
回
だ
け
守
と
い
う
言
葉
が

 
使
わ
れ
て
い
る
記
録
は
、
大
宅
大
国
が
従
五
位
下
で
あ
る
と
こ

 
ろ
か
ら
亮
の
誤
り
で
あ
ろ
う
事
が
分
る
）
又
、
大
和
国
も
概
し

 
て
高
位
階
の
者
が
国
守
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
現
都
と
旧
都
の

 
あ
る
国
は
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
国
守
の
位

 
階
の
上
か
ら
も
裏
書
き
さ
れ
る
。

結
 
論

 
国
守
の
記
載
さ
れ
た
一
部
分
の
記
録
を
以
て
「
続
日
本
紀
」
を

評
価
す
る
事
は
た
象
の
一
指
を
見
て
全
体
を
推
測
す
る
よ
う
な

も
の
で
、
甚
だ
軽
卒
の
誘
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
、
平
泉
澄
氏

も
「
度
々
に
亘
っ
て
修
訂
が
加
え
ら
れ
、
大
勢
の
人
が
長
い
間

之
に
携
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
（
略
）
も
と
も
と
記
が
錯
乱
し
て
い

た
の
か
、
そ
れ
と
も
修
撰
の
拙
な
か
っ
た
の
か
、
民
生
に
疎
漏
の

点
が
少
く
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
守
の
記
録
だ
け

取
上
げ
て
み
て
も
前
記
の
よ
う
な
疑
問
の
箇
処
が
多
々
あ
り
、
後

任
の
国
守
の
任
命
の
記
録
な
く
て
事
項
の
み
記
さ
れ
て
い
る
点
か

ら
、
 
「
続
日
本
紀
」
も
完
壁
な
史
料
を
満
載
し
た
正
史
で
あ
る
と

は
言
え
ず
、
記
録
の
遺
漏
・
誤
記
の
殆
だ
多
い
史
書
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

 
最
後
に
、
筑
前
国
の
国
守
任
命
の
記
録
は
4
例
し
か
な
い
。
之

は
大
宰
府
が
あ
り
、
令
の
職
員
令
に
「
大
宰
府
帯
筑
前
国
」
と
記

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
 
 
 
 
一

さ
れ
て
い
る
為
、
実
際
に
国
守
の
任
命
が
他
国
よ
り
多
少
省
略
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
更
に
介
が
守
不
在
の
場
合
は

之
を
代
行
し
た
と
言
う
所
か
ら
、
必
ず
し
も
国
守
は
常
に
任
国
に

在
り
、
欠
員
が
出
ず
る
と
直
ち
に
後
任
を
任
命
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
即
ち
国
に
依
っ
て
は
、
国
守
の
居
な
い
時
が
長

期
間
で
も
間
々
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（8）



 
以
上
不
備
な
点
や
誤
認
の
箇
処
が
あ
れ
ば
何
卒
御
指
摘
・
御
教

導
給
わ
ら
ん
事
を
先
学
諸
先
生
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ

る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
以
 
上
）
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「
続
日
本
紀
」
に
於
け
る
国
守
の
記
録
に
就
い
て
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